
〈参考〉

ひとり親家庭等医療所得制限限度額

〔 児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同額 〕

扶養親族等の人数 所得制限限度額 給与収入に換算した場合

０人 ２３６．０万円 ３７２．５万円

１人 ２７４．０万円 ４２０．０万円

２人 ３１２．０万円 ４６７．５万円

３人 ３５０．０万円 ５１５．０万円

・以下、扶養親族等の人数１人につき、所得制限限度額に３８万円を加算

老人扶養親族があるときは、１人につき６万円を加算


